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光回線からアナログ回線に戻すと安くなる？ 

アナログ回線に戻す手続きの手伝いをするという勧誘にご注意ください！ 

 

おかしいな、困ったなと思ったら、 

相談先：消費者ホットライン 📞１８８（いやや！）（局番無し３ケタ） 

最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず相談しましょう！ 

 

トラブル回避策 

・契約前に、相手業者の名称や契約内容を 

確認しましょう！ 

・不要な契約はきっぱりと断りましょう！ 

・アナログ回線に戻すために、特別な契約は

必要ありません。 

・契約後は、契約書をすぐに確認しましょう！ 
 

【相談事例】（国民生活センター作成チラシより） 

県消費生活センター 
 キャラクター“ケロちゃん” 
消費者教育推進大使 


